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利用者のプライバシーに配慮したモノの個体識別時代の

自動参照型リコール情報通知システム

近年、様々な分野で年間 100件近い製品のリコールが行われている。しかし、そういったリコー

ル情報を把握している消費者は日頃関心を抱いている限られた層でありり、そのほとんどの情報に

ついて把握できていない人が世の大半である。消費者が確実に人の生死も左右する重要なリコー

ル情報も含まれる中で、こういった事態を打開するためには企業側からより直接的に消費者へ情

報を通知できる仕組みを作らなければならない。一方、製品安全性への関心の高まりや、店舗、運

送などにおける人出不足の解消のために製品一つ一つを個体識別し、コンピュータシステムでそ

の所在・状態を管理・把握する動きが始まっている。

そこで本論文の目的は、こうした個体識別が普及した時代において製品のリコール情報を、該

当する製品を購入した消費者に確実に通達できる仕組みを作ることである。仕組みを作る上で懸

念される消費者のプライバシーの問題は、企業側に消費者の情報を保持せず、消費者側から RSS

やONS、製品に振り当てられている個体識別子を活用して情報を問い合わせることにより解決で

きると考えられる。

本論文では、消費者が所有する物品管理システムと、製品の製造者が保有する製品マスターデー

タを消費者のプライバシーを守りながら連携させる仕組みを、製品に振り当てられた個体識別子

を用いることにより、掛け合わせる。そして、その特徴的な利用として製品リコールに注力する。

提案システムは消費者の物品管理システムにおいて個体識別子群の分析や問い合わせ先企業の商

品の絞り込みなどを行い、新たなリコール情報の有無をRSSを用いて取得する。ruby, sinatraを

用いて実装し、識別子の規格はGS1-128を採用する。

提案システムを物品管理システムに適用し、個体識別子を付与したサーバーでリコール情報の

更新を行うだけで、消費者側がプライバシーを侵害されずに製品のリコール情報を取得できるこ

とを確認した。
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Abstract of Bachelor’s Thesis

Academic Year 2017

Automated Referencing Product Recall System

with Privacy-conscious in the Age of Item-level Individual Identification

In recent years, several major companies have released product recall inoformation, however it

is decreasing the oppotunities for consumers to get that information because of decline of mass

media. Because recalled products cause serious accidents sometimes, it is demanded that a

platform is provided for manufacturers to actively notify the consumers. Meanwhile, automatic

identification of individual items is in widespread use to resolve the decreasing labor population

issue

Taking the aforementioned facts into consideration, the necessity of a mechanism that provides

the product recall information directly to the consument is evident. The establishment aims to

share this information among consumers, taking advantage of the era of item-level individual

identification. However, this approach raises significant security issues. which can be tackled by

using RSS, ONS or product individual identifiers.

In this thesis, we developed an information system for product recall by combining the item

management system owned by consumers and the master database of products from manu-

facturers. Proposed system analyzes groups of the individual identifier and narrows down the

number of RSS feeds to obtain a new update of recall information with RSS.

The system proposed in this thesis is implemented using Ruby Sinatra and GS1-128. Test-

ing of our system pulls product recall information by only updating the master data at the

manufacturer side.
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第1章 序論

本章では、本研究における背景、目的と、本論文における用語の定義、本論文の構成について

述べる。

1.1 背景

1.1.1 リコール問題

リコールとは製品の欠陥が確認された際に、生産者がその事実を公表し、製品を一旦回収して

無料で修理または補償することである。現在、日本では年間 100件程にも及ぶ製品のリコールが

行われているが、私たち消費者が製品のリコール情報について直接目にする機会は少なく、ほと

んどの製品のリコール情報について把握できていないという現状がある。

消費者庁が外部の調査機関に依頼して行った調査によると、企業を対象として行った調査による

と、リコール回収率が 10％に満たない製品は、リコールが実施されている製品全体の 25％近く

に上っている。図 (1.1)

図 1.1: リコール製品の回収率分布図

追加で行われたアンケート調査では、企業の担当者から回収率を上げることのできない理由と

してリコール情報を発信するには多額の費用がかかることや、製品が所在不明であることからリ
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第 1章 序論

コール回収率を上げることは難しい、などといった回答が得られた [1]。回収する意欲が無いとい

うよりも、費用を工面できないという声が多く見られたことから、会社の規模に見合った費用で

最大限情報を伝達できるシステムへの需要が高まっていることが推察 dできる。

また、リコール情報が消費者に届けられない、という問題はただ単に情報の共有がなされない

というだけではなく、時に消費者の生死をも左右してしまうことがある。平成 27年度におけるリ

コール対象製品の重大製品事故件数は 885件報告されており、そのうち 30件が死亡事故を引き起

こしている [2]。リコール製品によって引き起こされた事故が必ず死亡事故に繋がるわけではない

としても、こういった消費者の安全を脅やかすような事態をを防ぐため、製品のリコール情報を

早く正確に伝えるシステムの開発が急がれている [3]。

1.1.2 個体識別子の活用

前章で述べたような既存のリコールシステム改良への危機感が迫っている一方で、注目を浴び

ている個体識別子というものがある。個体識別子とは、物品やサービスの最小単位に応じて振り

当てられた識別子のことを指す。身近なモノでは、パスポート番号やマイナンバー、電話番号や

登録サイトのユーザー IDなど、一定の環境下で唯一のものであり、かつ個人やモノとひも付けら

れた識別子が例として挙げられる。

身近な識別子としてこの他に、商品に振り当てられたバーコードのことが思い浮かばれるが、こ

のバーコードに含まれる情報は”JANコード”と呼ばれる識別子であり、同じ商品には全く同じ識

別子が振り当てられている。つまり”消費期限が切れているコーラ”と”消費期限が数ヶ月後のコー

ラ”についても全く同じ番号が振り当てられいてるため、これらのコーラ１つ１つを識別子”JAN

コード”では残念ながら区別することはできない。図 1.2

2



第 1章 序論

図 1.2: JANコードの例

これまで商品に個体識別子を振り当てようと様々な取り組みが行われてきたが、データキャリ

アのリプレースメントコストやシステム整備、データの活用方法、デジタル化への嫌悪などの多

くのハードルがあり、活用される方法は限られていた。しかし、近年の電子タグの価格の低下・普

及、そして IT技術の目まぐるしい進歩により、世界各国で商品や様々な物品に電子タグを取り付

けようという動きが活発化してきている。バーコードに比べ、電子タグは取り扱える情報量が多

くなるため、年間億単位で生産される製品に対しても、１つ１つ違う個体識別子を振り当てられ

る。さらに物流システムと連携させることにより、第 1.1項で挙げられた「商品の行方」の問題も

解決できることが期待できる。日本でも昨年（平成 29年）の４月、経済産業省が 2025年までに

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ニューデイズなどの大手コンビ

ニエンスストア５社の全ての取扱商品 (推計 1000億点／年)に個体識別子が振り当てられた電子

タグを利用すると宣言した「コンビニ電子タグ 1000億枚宣言」[4]が策定されるなど、社会的に活

用への動きが強まってきている。
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第 1章 序論

1.2 研究目的

本研究の目的は、モノの個体識別時代において、製品のリコール情報を該当する製品を購入し

た消費者に確実に通達できる仕組みを作ることである。

1.3 用語定義

本節では本論文で用いる用語を定義する。

リコール

リコールとは、設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、法

令の規定または各企業の判断によって、無償修理・交換・返金・回収などの措置を行うこと

である。法令に基づくリコールと、各企業ごと独自に実施されるリコールが存在する。

識別子

識別子とは、広義ではある集合の中で特定の元を区別するため付与された属性の集合のこと

を表す。情報処理システムにおいては、要素に対しそれぞれ異なった特定の文字や数字の羅

列を付与することで情報の区別を行う。

本論文では情報処理システムにおいて付与された文字や数字の羅列を識別子とする。

JANコード

JANコードとは「どの事業者の、どの商品か」を表す JANコードは「どの事業者の、どの

商品か」を表す、世界共通の商品識別番号であり、商品のブランドを持つ事業者が、一般財

団法人 流通システム開発センターから貸与されたGS1事業者コードを用いて、商品ごとに

設定するものである。小売店のレジでスキャンされているバーコードにはこの JANコード

が含まれている。JAN（Japanese Article Number）コードは日本国内特有の呼称であるが、

国際的に標準化された規格であり EAN（Europian Article Number）、GTIN、GTIN-8な

どとも呼ばれている [5]。

回収 (達成)率

回収率とは、製品を販売した数と比べた製品の回収数との比率を表し、回収した数を販売し

た数で割って求めることができる。

リコール情報

リコール情報とはなんらかの欠陥や企業側の諸事情によって”製品がリコールされた”という

情報を含むものである。本論文では、どの商品が”リコールされた”ことが特定できる内容で

あれば、その他該当する製品に関係する情報を含んでいても問題は無いとする。

4



第 1章 序論

マスターデータ

マスターデータとは、生産者が管理/登録する信頼できる製品の基礎情報のことである。内

容は主に製品名、製造年月日、消費期限、材料、製造場所などの製品情報である。一番の価

値はその信頼性にあり、本論文では第三者などが作成、または引用編集した情報は製品情報

として取り扱うが、マスターデータは企業 (生産者)が作成したものに限る。

物品管理システム

物品管理システムとは一般的に個人や組織などに帰属する物品を管理するシステムを指す。

本論文では物品を管理する方法として物品に振り当てられた個体識別子を物品に関する情報

と紐付けデータベース上で管理するシステムであるとする。

1.4 本論文の構成

本論文は全 5章で構成される。まず、第 2章では本研究に関連する既存システムとその問題点に

ついてまとめ、本研究の提案手法を示す。第 3章では提案手法の実装方法について述べる。第 4章

では本研究の提案手法を用いた実験や実験結果についての評価を行う。第 5章では結論を述べる。
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第2章 提案

本章では、本研究に関連する既存のシステムとその問題点について考察し、本研究の提案手法

について示す。

2.1 既存のリコール通知システム

既存のリコール通知システムとして代表的な手法は，マスメディアを利用して発信される「お

詫び広告」や，企業の顧客管理システムを利用して消費者に直接メールや郵送などで通知を送る

「顧客管理システムを用いた個別通知」といった手法である。

お詫び広告とは、製品の不具合等で製品のリコール回収をする必要が発生した際に、企業がテ

レビや新聞などのマスメディアを通じてリコールに関する情報を発信する広告のことである。リ

コール製品に関する情報としては製品の型番や製造年月日、相談窓口などの連絡先が掲載されて

いる。企業の責任についてまず謝罪する文から始まることが多く、「お詫び広告」とも呼ばれてい

る。マスメディアや広告代理店に広告費を支払わなければならないため、中小企業など費用を捻

出するできない企業は利用することができない。また、近年の SNS(ソーシャルネットワークサー

ビス)などの普及によって、マスメディア媒体の広告も以前までと同じような効果が期待できなく

なってきている。
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第 2章 提案

図 2.1: お詫び広告の例

顧客管理システムを用いた個別通知とは、顧客管理システム (製品購入時などに消費者に個人情

報をはがきやウェブページのフォームを通じて登録してもらい、顧客リストとして管理する仕組

み)を利用して、リコールなどが発生した際に登録された連絡先へリコールに関する情報を発信す

るシステムである。情報の発信方法としては主にメールかはがきを利用するケースが多い。お詫

び広告と比べると、直接消費者に情報を伝えられるという点でリードしているが、顧客管理シス

テムを独自に管理、または外部委託することはそれなりの費用が必要とされる。システムによっ

ては消費者のうち「誰が」「何を」持っているのかデータとして取り扱われる場合もあるため、シ
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ステムにおいて消費者のプライバシーの問題をどう守るかという点についても慎重に対応しなけ

ればならない。

その他のメジャーな手法としては、消費者庁が運営している「リコール情報サイト」も存在す

る。図 (2.2) 消費者庁にリコールの届け出があった製品に関する情報はこのサイトで確認すること

ができる。 消費者庁が管理しているということもあり、分野や企業に捉われず、様々な情報の確

認が行える。また、情報への信頼性が高いこととと扱われているリコール製品の数が多いことか

ら他の手法に比べてデータベースに近しい存在となっている。さらに、「リコール情報サイト」は

メール配信サービスも行っているため、消費者庁に届け出のあった最新のリコール情報に関する

通知を受け取ることができる。

また車のリコールに関しては合わせて国土交通省も情報を管理している。「リコール・不具合情

報」という国土交通省が管理するウェブページによって確認することができ、検索ページから所

持している自動車がリコールの対象か否か調べることができる。図 (2.3)自動車等の交通手段はは

消費者が購入する際に国土交通省への車体登録が必要であるため購入者へ直接リコール情報を通

達することが可能である。主体が民間企業か行政機関か、という違いだけであり、顧客管理シス

テムを用いた個別通知と似通った手法であると言える。１つ決定的な違いを挙げるとすれば、車

検の存在が挙げられる。重要なリコールなどに関しては車検時に該当車であることが判明した時

点で車検を通すことができない特例措置などが取られている。そのため他のリコール通知システ

ムとは違い、リコール情報への関心の有無に関わらず強制的にリコール回収が実施できるよう促

す強制力がある。

8



第 2章 提案

図 2.2: リコール情報サイト(サイトURL: http://www.recall.go.jp/)

図 2.3: 自動者のリコール・不具合情報

(サイトURL: http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/)
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2.2 既存システムの問題点

既存システムの問題点は、情報を消費者へ伝えたいと思うがあまり、ほとんどの手法が「企業

側から情報を押し出して送る」という形になっていることである。この形を本論文では PUSH型

通知と仮に定義する。このPUSH型通知の問題は、「企業側から情報を押し出して送る」ために情

報を送る際に必ず製品の所在と通知を送る先を企業側で決めなければならないということである。

そして、この「誰が」「何を」持っているのか企業側が把握しているということは、必ず、消費者

のプライバシーの問題と衝突する。また、仮に消費者のプライバシーの問題との衝突が解消でき

たとしても、企業側で大量の個人データを保存、管理せねばならず、企業に与えられる負担とリ

スクが大きい。

逆に、「消費者側から定期的にリコール情報を確認する」形をとっているのはリコール情報サイ

ト等の情報サイトである。この形を本論文では仮に PULL型と定義する。メールサービスなどを

除くと、これらのサイトは常に情報を提供しているだけで消費者に関する個人情報は一切必要な

い。また、これらのサイトを定期的に確認している消費者はリコール情報に対する意識が高く、回

収にも積極的に協力してくれるであろう。しかしこういった消費者は数として絶対的に少ない問

題がある。多くの人はリコールに対する関心が無いか、あったとしてもリコール情報を定期的に

参照するような意欲は持っていない場合がほとんどである。

図 2.4: PUSH型と PULL型
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2.3 提案

既存の通知システムの手法や問題点を踏まえて、本論文では、製品に振り当てられた個体識別

子を用いた、消費者が所有する物品管理システムと製品の製造元である企業が保有する製品マス

ターデータを、消費者のプライバシーを守りながら連携させる仕組みと掛け合わせ、消費者の物品

管理システムにおいて個体識別子群の分析や問い合わせ先企業の商品の絞り込みなどを行い、新

たなリコール情報の有無をRSS を用いて取得する。
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本章では、本研究に関連する技術と、前章で示した提案の設計と実装方法について述べる。

3.1 関連技術

3.1.1 SGTINとGS1-128

図 3.1: SGTINの規格と SGTINをGS1-128で表した例

(画像引用元: http://www.dsri.jp/standard/epc/how_epc.html)

SGTINとは EPC（Electronic Product Code）で定められている９体系のうちの１つのコード

体系である。EPCは、GS1で標準化された電子タグに書き込むための識別コードの総称であり、

GTIN(例：JANコード)等の GS1が定める標準識別コードが基礎となっており、SGTINはこの

GTINにシリアル番号を付与したもので、製品の一品一品を区別することができる。

GS1-128とはGS1-128シンボルのことであり、AI（GS1アプリケーション識別子）に従って表

したデータをコード 128という国際規格の一次元シンボル（ISO/IEC15417）に表現したバーコー
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ドである。数字のみを表現する JANシンボルや ITFシンボルと異なり、アルファベットや記号

も表現でき、複数のデータを連結できる可変長のバーコードを指す。GS1-128シンボルは、AIを

表現するGS1標準のシンボル 5種類のなかで、最も早く標準化（1989年）されたバーコードで、

POSを通らないケース単位の商品やパレットなどで輸送される物流単位の識別における利用をは

じめ、通い容器や資産、サービスの提供者や利用者の識別、文書の識別など、ハンディ端末でバー

コードがスキャンされることを想定したさまざまなアプリケーションに利用できる [6]。

3.1.2 RSS

RSS1.0

RSS(RDF Site Summary) とは、軽量かつ多目的拡張可能なメタデータ記述およびシンジ

ケートフォーマットである。RSS はXMLアプリケーションであり、W3C の RDF 仕様に

準拠し、XML 名前空間および RDF ベースのモジュール化によって拡張することができる。

RSS1.0はRDF形式を採用しておりWebサイトの更新情報に限らず様々なメタデータを扱

うことができる。

RSS2.0

RSS2.0のRSSとは「Realy Simple Syndication」の略であり、RDF形式には準拠していな

い。同じ略称ではあるが、RSS1.0とは別の規格である。

RDF

RDF(Resource Description Framework)とは、Web上にある情報資源を記述するための統

一された枠組みである。RDFは特にメタデータについて記述することを目的としており、セ

マンティックウェブなどといったプロジェクトの構成要素として知られている。

XML

XMLとは、ソフトウェアとデータ間の連携に重点を置くマークアップ言語の１つ。記述者

独自の要素を定義して利用できる点が大きな特徴である。しかし、記述者が各々で独自に要

素を定義してしまえばシステム間の連携などの際に相互間のデータが食い違い情報として無

価値になってしまう恐れがあるため、多くの場合では連携を必要とする団体単位であらかじ

め定義語句を照らし合わせている。

RSSフィード

RSSフィードとは、RSSでWebサイトの更新情報などを提供すること、あるいはその形式

で提供される情報のことである。
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3.1.3 ONS

ONSとは、EPC(Elevtronic Product Code)グローバルネットワークの構成要素の１つ。ONS

とはObject Name Serviceの略称であり、Domain Name System(DNS)を活用して与えられた識

別子から製品および関連サービスに関する情報を発見する仕組みである。ミドルウェアから与え

られた電子製品コードを元に製品に関する情報がどこに格納されているサーバーの情報を投げ返

す。ミドルウェアは投げ返されたサーバーにあるファイルを取得しアプリケーションに製品に関

する情報を送ることができる。

3.1.4 sinatra

sinatraとは、オープンソースのウェブアプリケーションフレームワークである。Rubyで作成

されており、小さく柔軟なプログラミングができることが特徴である。

3.1.5 バックグラウンドアプリケーション

物品管理システムとは別に独自に実行されているアプリ。本論文で提案するシステムでは決め

られた周期でRSSフィードの確認メソッドを実行する。
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3.2 設計

まず始めに、システム上のプレイヤーを設定する。実際に企業が消費者に製品を届けるまでに

登場するプレイヤーは「企業」「消費者」「小売業」である。さらに個体識別子をもとに参照先を問

い合わせるため「ONS」も加える。時間軸に合わせた処理の流れは図 (3.2)の通りである。まず企

業が製品を製造した際に、製品のマスターデータを itemとして登録する。次に製品が小売業へと

出荷されると小売業のDBに assetとして登録される。その後消費者に購入され、assetとして登

録される。消費者のもとでバックグラウンドアプリケーションが実行され、定期的にRSSフィー

ドの問い合わせ先をONSに尋ねる。帰ってきたRSSフィードの問い合わせ先にてRSSフィード

を取得し、更新の有無を確認する。所持品のうちフィードの中に該当するものがあれば asset情報

を更新し、情報の変更を何らかの形で消費者へと通知する。

図 3.2: ダイナミックシーケンス図
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企業の製品情報と消費者の製品情報がそれぞれ、itemと assetと違う名前で取り扱われている

のは、企業が保有するマスターデータと消費者側で自由に編集できる製品情報を区別するためで

ある。

また、itemと assetに含まれる要素に「status」という製品の状態を表す項目を設定する。「status」

が製品の状況と共に遷移する様子を図 (3.2)、図 (3.2)に表した。

図 3.3: 企業側：itemの状態遷移図

図 3.4: 消費者側：assetの状態遷移図
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ONSにはあらかじめ製品に関するRSSフィードの参照先または製品のマスターデータの参照先

を設定しておく。本論文では、製造元である企業を参照先として設定するが、必ずしも製造元で

ある企業のサーバーである必要はなく、第三者機関や行政機関が管理するサーバーも参照先とす

ることができる。また、ONSの設定を変更したり、違う ONSに問い合わせることによって製品

に関する様々な情報のデータベースに対してリクエストを送ることができる。

このようにONSが参照先を管理することによって、製造元の企業が倒産などによってデータベー

スの運用が難しくなった際には、ONSの設定を新しい参照先に変えることにより継続して情報を

管理することができ、システムの汎用性と普遍性を示すことができる。

図 3.5: ONSの設定例
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商品のリコール情報を提供するRSSフィードにはRSS1.0のフォーマットを基本とする。RSS1.0

は RDF形式を採用しているため、コンテンツの配信だけではなく、様々なメタデータとして取

り扱うことができる。追加要素はDublin Coreモジュールを使用する。このモジュールはRSS1.0

の標準モジュールであり、「情報資源のためのメタデータ」として DCMI(Dublin Core Module

Initiative)という組織に定められている。RSSのために定められたものでなく、インターネット上

で公開されているデータを説明するメタデータの基本要素として定められたものである [7]。

図 3.6: RSSのRDFグラフの例(参照元URLhttps://www.kanzaki.com/docs/sw/rss.html)
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channel title チャンネルのタイトル

channel link チャンネルが表すウェブサイトのURL

channel description チャンネルの説明

channel items アイテム情報

item title 物品の品名

item link 物品の個別情報ページ

item dc subject リソースに含まれるトピックやキーワードなど

item dc date リソースの作成日や更新日など

item description リソースの説明や要約など

　　

表 3.1: RSS フィードを生成する際に使用する要素一覧

図 3.7: RSS フィードフォーマット
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ソースコード 3.1: rdf.xml

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml−stylesheet href="./rdf.xsl" type="text/xsl"?>
3 <rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
4 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
5 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
6 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
7 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
8 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
9 xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"

10 xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
11 xmlns:image="http://purl.org/rss/1.0/modules/image/">
12 <channel rdf:about="https://cvsngris.autoidlab.jp//">
13 <title>cvsng ris Product Recall Information</title>
14 <link>https://cvsngris.autoidlab.jp/rss/rdf.xml</link>
15 <description>Automated Product Recall System</description>
16 <items>
17 <rdf:Seq>
18 <rdf:li resource="items.autodilab.jp/(01)04589604689034(21)t14206lo.13"/>
19 </rdf:Seq>
20 </items>
21 </channel>
22 <item rdf:about="items.autodilab.jp/(01)04589604689034(21)t14206lo.13">
23 <title>ブラックチョコレート ボックス (120g)</title>
24 <link>items.autodilab.jp/(01)04589604689034(21)t14206lo.13</link>
25 <description>リコール対象登録済み</description>
26 <dc:subject>(01)04589604689034(21)t14206lo.13</dc:subject>
27 <dc:date>2018−01−18T15:11:56+09:00</dc:date>
28 </item>
29 </rdf:RDF>
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3.3 実装

3.3.1 想定環境

想定として、製品にはそれぞれGS1-128規格の個体識別子が振り当てられているものとする。

また消費者は物品管理システムを利用して所持している製品を管理しており、製造元である企業

は製品のマスターデータを自社のデータベースで管理している。

3.3.2 実装環境

データベース MySQL14.14

RSS version 1.0

使用言語 ruby

フレームワーク sinatra

表 3.2: 実装環境
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3.3.3 実装内容

図 3.8: システム概要図
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第4章 評価

本章では、本研究の提案手法を用いた実験結果の評価を行う。

4.1 実験

第 3章で提案、実装したシステムを実際に利用し、企業側でのリコール情報の更新とRSSフィー

ドの生成、消費者側でのフィードの取得、製品のステータス更新が行えるか実験した。

4.1.1 企業側

図 4.1: 企業側：通常時
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図 4.1.1が企業側の物品管理システムである。一覧からリコールが必要な物品を選択すると各物

品に関する情報の編集画面へと進むことができる。図 4.1.1

図 4.2: 企業側：item情報の個別編集画面

リコールが必要な場合は”Product Recall”と表記されているボタンを押す。
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図 4.3: 企業側：リコール発生時

すると、物品管理システムにより企業のデータベース上の「items」のうち、リコールを実行し

た物品のステータスが変更され、実行した物品がホーム画面の「items」一覧に現れる。図 4.1.1

ステータスを変更する処理と同時にRSSフィードを自動で生成し、所定の場所に保存するメソッ

ドを実行する。図 4.1.2

RSSフィードはスタイルシートを適用して見やすいように工夫してある。
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図 4.4: 企業側：RSSフィード

4.1.2 消費者側

図 4.5: 消費者側：通常時
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一方、消費者側ではユーザーがリコールに対して特別な動作を行わないようにする。図 4.1.2 そ

の代わり、バックグラウンドアプリの実行間隔を毎５分と設定し、RSSフィードの確認メソッド

を設定しておく。

図 4.6: 消費者側：リコール発生時

企業側から製品のリコールを実行した約３０秒後、ページの更新と共に消費者側の「asset」に

含まれる、リコール対象製品のステータスが更新され、図 4.1.2のように表記が代わり、消費者側

にリコール情報が反映されるようになった。
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5.1 結論

個体識別子が普及した時代において、製造元である企業が製品のマスターデータを保持しリコー

ル情報をRSSフィードとして蓄積する仕組みがあり、尚且つ消費者が自動で所有する製品の個体

識別子群を分析し、ONSを経由して企業側のRSSフィードと照らし合わせるバックグランドアプ

リケーションを利用することで、消費者に手間をかかせることなく、かつ消費者のプライバシー

を守りながら購入した消費者に直接製品のリコール情報を伝達することができる。

5.2 今後の展望

このシステムが個体識別子が普及した時代において活用されるようになれば、フリマアプリケー

ションなどで買い手が欲しい物の情報を発信し、該当する物を所持している売り手に情報を提供

する仕組みなど、新しいビジネスのプラットフォームとしても利用することができる。
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